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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

 

回次
第59期

第３四半期
連結累計期間

第60期
第３四半期
連結累計期間

第59期

会計期間
自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日

自 平成26年４月１日
至 平成26年12月31日

自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日

売上高 (百万円) 71,221 72,786 95,167

経常利益 (百万円) 5,371 5,304 7,242

四半期(当期)純利益 (百万円) 3,280 3,246 3,557

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 3,461 3,633 3,614

純資産額 (百万円) 42,909 46,272 43,082

総資産額 (百万円) 67,411 71,599 70,211

１株当たり四半期(当期)純利益 (円) 183.48 181.15 198.90

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) 182.90 180.72 198.27

自己資本比率 (％) 63.3 64.3 61.0
 

 

回次
第59期

第３四半期
連結会計期間

第60期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成25年10月１日
至 平成25年12月31日

自 平成26年10月１日
至 平成26年12月31日

１株当たり四半期純利益 (円) 63.95 64.52
 

 

(注) １ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。

 

２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の

リスク」についての重要な変更はありません。

 なお、重要事象等は存在しておりません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

当社グループの主要事業が属するヘルスケア業界は、高齢者人口の増加を背景に、その市場は拡大傾向にあり

ます。需要は堅調に拡大し、成長分野として注目を集める一方、参入事業者も多く、地域における競合や価格競

争等も発生しております。

このような状況の中、当第３四半期連結累計期間における当社グループは、コアセグメントである「健康生活

サービス」「調剤サービス」が前年同四半期比増収を達成、その結果、売上高は過去最高を更新しました。

「健康生活サービス」では、医療機関からのアウトソーシングを請け負う病院関連事業において、主力である

レンタル商品の拡販が好調に推移したことなどにより、増収を達成しました。また、「調剤サービス」は、処方

せん受付回数の増加・処方せん単価の上昇により増収を達成しました。

利益面につきましては、労務費・人件費の増加、レンタル資材費の増加、「健康生活サービス」のクリーニン

グ設備製造事業の減収に伴う利益減等により、営業利益・経常利益が前年同期比減益となりました。

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の連結経営成績は、売上高727億86百万円（前年同四半期比15億64百万

円増、2.2％増）、営業利益50億49百万円（前年同四半期比96百万円減、1.9％減）、経常利益53億4百万円（前年

同四半期比67百万円減、1.3％減）、四半期純利益32億46百万円（前年同四半期比34百万円減、1.0％減）となり

ました。
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〔セグメント別状況〕

① 健康生活サービス

病院関連事業において、主力であるレンタル商品の拡販が好調に推移したほか、給食事業の新規契約獲得

や、シルバー事業のレンタル売上の伸びも要因となり、「健康生活サービス」は前年同四半期比増収となりま

した。利益面につきましては、営業力強化のための人件費増、レンタル資材費の増加、クリーニング設備製造

事業の減収に伴う利益減があったものの、病院関連事業の増収に伴う利益増等により前年同四半期比増益とな

りました。

売上高 361億29百万円 (前年同四半期比 7億80百万円増、 2.2％増)

営業利益 30億 9百万円 (前年同四半期比    36百万円増、 1.2％増)
 

 

② 調剤サービス

114店舗の事業展開となり、当期６店舗、前期８店舗の新規出店効果及び処方せん単価の上昇により前年同四

半期比増収となりました。利益面につきましては、当期より連結対象子会社が１社増加したことによる利益の

増加はあったものの、薬価改定や消費税率の引き上げの影響等により前年同四半期比減益となりました。

売上高 272億77百万円 (前年同四半期比 8億33百万円増、 3.2％増)

営業利益 25億96百万円 (前年同四半期比 　 16百万円減、 0.6％減)
 

 

③ 環境サービス

病院清掃事業においては新規契約の獲得等により順調に推移しましたが、リースキン事業における減収、レ

ンタル資材費の増加等により、前年同四半期比減収減益となりました。

売上高 92億33百万円 (前年同四半期比 　　59百万円減、 0.6％減)

営業利益 4億35百万円 (前年同四半期比  　81百万円減、 15.7％減)
 

 

(2) 財政状態の分析

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末の702億11百万円から13億87百万円増加し、715億

99百万円となりました。これは、主に現金及び預金が15億60百万円増加したことが大きな要因となっておりま

す。

また、負債合計は、前連結会計年度末の271億29百万円から18億2百万円減少し、当第３四半期連結会計期間末

は253億26百万円となりました。これは主に未払法人税等が14億74百万円減少したことが大きな要因となっており

ます。

少数株主持分を含む純資産合計は、配当金の支払いが5億73百万円あったものの、四半期純利益32億46百万円を

計上したことなどにより、前連結会計年度末の430億82百万円から31億90百万円増加し、当第３四半期連結会計期

間末は462億72百万円となりました。その結果、自己資本比率は64.3％（前連結会計年度末比3.3ポイント増）と

なりました。
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(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

なお、当社は、財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等

（会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は、次のとおりであります。

① 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針（以下「基本方針」）

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者（以下「方針決定を支配する者」といいます。）の在

り方について、基本的には、株主の皆様の自由な判断に基づいた当社株式の自由な取引を通じて決定されるべき

ものであると考えており、上場企業として多様な投資家の皆様に株主となっていただき、そのさまざまな意見を

当社の財務及び事業の方針の決定に反映させることが望ましいと考えております。

昨今のわが国の資本市場においては、経営陣の同意なく、会社支配権の取得を意図した株式の大量買付行為が

増加しつつあり、このような買付行為の中には、当社及び当社グループの顧客、取引先、地域社会及び従業員等

ステークホルダーの利益を著しく損なう蓋然性の高いものや、株主の皆様に十分な判断の時間や判断の材料を与

えないもの等、当社の企業価値及び株主共同の利益に照らして望ましくない買付行為も想定されます。

当社は、このような買付行為を行おうとする者に対して、方針決定を支配する者となる機会を与えることは、

株主の皆様からのさまざまな意見を当社の財務及び事業の方針の決定に反映させようとするにあたって望ましく

ないものと考えております。

 

② 基本方針に関する取組み

(a) 財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組み

当社は、以下のような取組みにより当社の企業価値及び株主共同の利益を向上させることが、多様な投資家

の皆様からの当社への投資につながり、結果的に、基本方針の実現に資するものと考え、これらの取組みを実

施しております。

・ 事業特性及び事業の根幹に対する認識

当社は、昭和30年の創業時から快適な職場環境や住空間の創造、人々の健康の増進や福祉の向上に資するこ

とを目的に、社会に貢献できる企業を目指し50年以上にわたってさまざまな事業を展開してまいりました。現

在では、医療機関や介護福祉施設等比較的体力が弱い方々が多く集まる場所で、各種の事業を展開しており、

「衛生管理のプロ」としてその専門的な知識と経験を活かし、お客様にとって安心かつ安全なサービスの提供

を心がけております。また、サービス業の基本は「お客様第一」に徹することと認識し、接遇マナーに関する

教育を徹底しております。このように、当社では事業の現場を最優先に考え、そこからお客様のニーズを的確

にとらえて提供することで、当社のプレゼンスを向上させ、ひいては当社グループの持続的な企業価値の向上

に努めております。
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・ 顧客との連携及び協力体制

当社グループでは数多くの医療機関や介護福祉施設からさまざまな業務を受託しており、そのような機関や

施設と一体となってその運営に携わっております。介護用品のレンタル事業におきましても、全国に400社を

超える提携店に介護用品を提供するとともに、ケアマネジャー様の信頼の下、ご利用者様に介護用品をレンタ

ルしております。そして、調剤薬局事業では、平成26年12月期末に114店舗を展開し、医療機関との緊密な連

携を背景にして多くの患者様に薬を提供させていただいております。さらに、環境サービスを構成するリース

キン事業でも、平成26年12月末時点で全国に1,100社を超える地方本部・代理店を有するフランチャイズ網を

築いております。このような医療機関及び介護福祉施設や代理店との信頼関係は長い時間をかけて醸成してき

たものであり、当社事業の根幹をなすものと考えております。

・ 事業環境に対する取組み

高齢者人口の増加を背景に医療に対する支出が増加し続け、国家財政にとって大きな問題となっており、厚

生労働省は医療や介護にかかる費用を抑制するために、法律や制度の改正を重ね、当社グループを取り巻く環

境は厳しいといわざるを得ません。そこで、当社グループでは、医療機関や介護福祉施設から多様な業務を受

託することにより、このような収益環境の土台をなす法制度改正の荒波を乗り越えております。つまり、一つ

ひとつの事業を独立させるのではなく、複数の事業を有機的に結合させてサービスを提供することにより、当

社グループの強みを際立たせ、ひいては企業価値の向上及び株主共同の利益の向上を図っております。

・ さまざまなステークホルダーとの緊密な関係

当社では、株主の皆様、顧客、取引先や従業員等さまざまな関係者からの、当社グループの事業特性へのご

理解と事業そのものに対してのご協力に支えられて、これまで企業価値を高めるとともに、株主の皆様の共同

利益の確保・向上に努めてまいりました。この長年にわたって築いてきた協力体制を維持・発展させることを

ベースに、当社グループの事業の運営を進めることが極めて重要であると認識しております。従いまして、引

き続きこの協力体制を継続していくことが、当社グループの企業価値を最大化し、かつ株主共同の利益に資す

ると確信いたしております。

 

(b) 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するため

の取組み

当社取締役会は、基本方針に照らし不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されること

を防止するための取組みの一つとして、当社株式の大量買付行為について一定のルールを設ける必要があると

考えております。

そこで、平成25年５月10日に開催された当社取締役会において、当社の企業価値及び株主共同の利益を確

保・向上させるための対応策として、当社に対する濫用的な買収等を未然に防止するため、「当社株式の大量

買付行為への対応方針」を継続して導入することを決議し、平成25年６月27日開催の第58回定時株主総会にお

いて、承認をいただいております。
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③ 当社の取組みが、基本方針に沿い、株主共同の利益を害するものではなく、当社の会社役員の地位の維持を目

的とするものではないことについて

(a) ②(a)の取組みについて

②(a)の取組みは、いずれも、究極的には、当社株主共同の利益及び当社企業価値を向上させるための取組み

であるため、これらの施策により、多様な投資家の皆様が当社へ投資することが期待できるという意味で、多

様な株主の皆様のさまざまな意見の反映という当社の基本方針に沿うものであります。また、これらの施策

は、当社の会社役員の地位の維持とは関係がありません。

 

(b) ②(b)の取組みについて

本方針の内容については、以下のような点から、基本方針に沿い、株主共同の利益を害するものではなく、

当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないものと考えております。

・ 議決権割合が20％以上となるような大量買付者に対して事前に大量買付情報の提供、大量買付行為の是非を

判断する時間の確保及び代替案の提示を受ける機会を求めることによって、大量買付者の提案に応じるか否

かについて適切な判断を可能にするものです。

・ 対抗措置が発動される場合を、大量買付者が予め定められた大量買付ルールを遵守しない場合や、当社の企

業価値及び株主共同の利益を著しく損なうと認められる場合に限定しております。

・ 独立性の高い当社社外監査役及び外部の有識者を構成員とした独立委員会を設置し、対抗措置の発動を当社

取締役会が判断するにあたって、独立委員会の勧告等を最大限尊重することとしております。また、当社取

締役会において、必要に応じて外部専門家等の助言を得ることができるものとしております。このように、

当社取締役会の恣意的判断を排除するための仕組みを備えております。

・ 本取組みは、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に公表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は

向上のための買収防衛策に関する指針」に定める三原則を充足しており、企業価値研究会が平成20年６月30

日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」に適合しております。また、デッドハ

ンド型、スローハンド型の買収防衛策ではありません。

 

(4) 研究開発活動

特記すべき事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 57,000,000

計 57,000,000
 

 

② 【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成26年12月31日)

提出日現在発行数(株)
(平成27年２月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 18,020,673 18,020,673
東京証券取引所
（市場第一部）

単元株式数
100株

計 18,020,673 18,020,673 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成26年10月１日～
平成26年12月31日

― 18,020,673 ― 8,108 ― 3,168
 

 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成26年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

① 【発行済株式】

   平成26年12月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)

（自己保有株式）
普通株式

93,900
― ―

（相互保有株式）
普通株式

66,200
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

17,846,600
178,466 ―

単元未満株式
普通株式

13,973
― ―

発行済株式総数 18,020,673 ― ―

総株主の議決権 ― 178,466 ―
 

 

② 【自己株式等】

  平成26年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
㈱トーカイ

岐阜県岐阜市若宮町九丁目
16番地

93,900 ― 93,900 0.52

（相互保有株式）
㈱サカタ

岐阜県各務原市川島小網町
2114番地

66,200 ― 66,200 0.36

計 ― 160,100 ― 160,100 0.88
 

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１ 四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しております。

 

２ 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(平成26年10月１日から平成

26年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成26年４月１日から平成26年12月31日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成26年12月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 15,352 16,912

  受取手形及び売掛金 13,514 14,027

  有価証券 745 770

  たな卸資産 5,953 4,257

  繰延税金資産 883 475

  その他 942 1,992

  貸倒引当金 △99 △114

  流動資産合計 37,291 38,320

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 10,089 9,920

   機械装置及び運搬具（純額） 2,627 2,615

   土地 8,866 8,522

   その他（純額） 3,146 3,199

   有形固定資産合計 24,730 24,257

  無形固定資産   

   のれん 82 67

   その他 735 669

   無形固定資産合計 818 736

  投資その他の資産   

   投資有価証券 4,287 5,143

   繰延税金資産 716 580

   その他 2,427 2,588

   貸倒引当金 △60 △27

   投資その他の資産合計 7,370 8,285

  固定資産合計 32,919 33,279

 資産合計 70,211 71,599
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成26年12月31日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 13,003 12,027

  短期借入金 2,058 1,988

  1年内償還予定の社債 238 198

  未払法人税等 1,610 136

  賞与引当金 1,345 682

  役員賞与引当金 76 51

  その他 4,415 5,407

  流動負債合計 22,748 20,492

 固定負債   

  社債 846 746

  長期借入金 84 294

  繰延税金負債 23 397

  役員退職慰労引当金 310 275

  退職給付に係る負債 1,258 1,356

  その他 1,857 1,762

  固定負債合計 4,380 4,833

 負債合計 27,129 25,326

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 8,108 8,108

  資本剰余金 4,709 4,727

  利益剰余金 29,408 32,171

  自己株式 △117 △87

  株主資本合計 42,108 44,919

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 738 1,116

  繰延ヘッジ損益 △1 △0

  退職給付に係る調整累計額 △2 △2

  その他の包括利益累計額合計 733 1,114

 新株予約権 29 21

 少数株主持分 210 217

 純資産合計 43,082 46,272

負債純資産合計 70,211 71,599
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

売上高 71,221 72,786

売上原価 54,098 55,568

売上総利益 17,122 17,217

販売費及び一般管理費 11,976 12,167

営業利益 5,146 5,049

営業外収益   

 受取利息 22 26

 受取配当金 58 59

 その他 244 266

 営業外収益合計 324 352

営業外費用   

 支払利息 64 53

 その他 35 45

 営業外費用合計 99 98

経常利益 5,371 5,304

特別利益   

 固定資産売却益 5 1

 負ののれん発生益 111 -

 その他 0 -

 特別利益合計 117 1

特別損失   

 固定資産売却損 0 34

 固定資産除却損 20 20

 投資有価証券評価損 9 -

 店舗閉鎖損失 0 28

 その他 23 5

 特別損失合計 53 89

税金等調整前四半期純利益 5,435 5,216

法人税、住民税及び事業税 1,774 1,152

法人税等調整額 373 810

法人税等合計 2,147 1,963

少数株主損益調整前四半期純利益 3,287 3,253

少数株主利益 7 7

四半期純利益 3,280 3,246
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 3,287 3,253

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 171 378

 繰延ヘッジ損益 2 1

 退職給付に係る調整額 - 0

 その他の包括利益合計 173 380

四半期包括利益 3,461 3,633

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 3,454 3,626

 少数株主に係る四半期包括利益 7 7
 

EDINET提出書類

株式会社トーカイ(E04826)

四半期報告書

14/19



【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

当第３四半期連結累計期間

（自 平成26年４月１日 至 平成26年12月31日）

(連結の範囲の重要な変更)

子会社㈲レベルアップは重要性が増したため、第１四半期連結会計期間より連結の範囲に含めております。
 

 

(会計方針の変更等)

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下「退

職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定め

について第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の

期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を、従業員の平均残存勤

務期間に近似した年数に基づく割引率から退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の

加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしました。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、第１四半期

連結会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減して

おります。

この結果、当第３四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が38百万円増加し、繰延税金負債が13百万円

及び利益剰余金が25百万円減少しております。なお、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等

調整前四半期純利益への影響は軽微であります。

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次

のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日

至 平成25年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成26年４月１日

至 平成26年12月31日）

減価償却費 2,242百万円 2,272百万円

のれんの償却額 23百万円 16百万円
 

 

(株主資本等関係)

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日)

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月27日
定時株主総会

普通株式 303 17.00 平成25年３月31日 平成25年６月28日 利益剰余金

平成25年11月１日
取締役会

普通株式 286 16.00 平成25年９月30日 平成25年12月６日 利益剰余金
 

 

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年12月31日)

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年６月27日
定時株主総会

普通株式 286 16.00 平成26年３月31日 平成26年６月30日 利益剰余金

平成26年10月31日
取締役会

普通株式 286 16.00 平成26年９月30日 平成26年12月８日 利益剰余金
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日)

１ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     (単位：百万円)

 

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３

健康生活
サービス

調剤
サービス

環境
サービス

計

売上高         

外部顧客への売上高 35,348 26,444 9,292 71,086 135 71,221 ― 71,221

セグメント間の内部
売上高又は振替高

25 0 300 325 2 328 △328 ―

計 35,374 26,444 9,592 71,411 138 71,549 △328 71,221

セグメント利益 2,973 2,613 516 6,102 27 6,129 △983 5,146
 

 

(注) １ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、情報提供事業を含んでおりま

す。

２ セグメント利益の調整額△983百万円には、セグメント間取引消去20百万円及び各報告セグメントに配分し

ていない全社費用△1,003百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般

管理費であります。

３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（重要な負ののれん発生益）

「環境サービス事業」セグメントにおいて、平成25年４月１日付の株式取得により、㈱ビルメンを当社の連結

子会社である㈱ティ・アシストの完全子会社とし、連結の範囲に含めました。当該事象により、当第３四半期連

結累計期間において負ののれん発生益111百万円を計上しております。

 

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年12月31日)

１ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     (単位：百万円)

 

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３

健康生活
サービス

調剤
サービス

環境
サービス

計

売上高         

外部顧客への売上高 36,129 27,277 9,233 72,640 145 72,786 ― 72,786

セグメント間の内部
売上高又は振替高

32 0 251 284 2 286 △286 ―

計 36,162 27,277 9,484 72,924 148 73,073 △286 72,786

セグメント利益 3,009 2,596 435 6,041 37 6,078 △1,028 5,049
 

 

(注) １ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、情報提供事業を含んでおりま

す。

２ セグメント利益の調整額△1,028百万円には、セグメント間取引消去21百万円及び各報告セグメントに配分

していない全社費用△1,050百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一

般管理費であります。

３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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２ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

 

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以

下のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年12月31日)

(1) １株当たり四半期純利益 183円48銭 181円15銭

(算定上の基礎)   

四半期純利益(百万円) 3,280 3,246

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 3,280 3,246

普通株式の期中平均株式数(千株) 17,880 17,921

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 182円90銭 180円72銭

(算定上の基礎)   

四半期純利益調整額(百万円) ― ―

普通株式増加数(千株) 56 42

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結
会計年度末から重要な変動があったものの概要

 
―

 
―

 

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

２ 【その他】

平成26年10月31日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

（イ）中間配当による配当金の総額………………………… 286百万円

（ロ）１株当たりの金額……………………………………… 16円00銭

（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日……………… 平成26年12月８日
 

（注）平成26年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払っております。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

 

 

平成２７年２月１０日
 

 

株式会社トーカイ

取締役会  御中
 

 

 

有限責任監査法人トーマツ  
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   水   上   圭   祐   ㊞

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   河   嶋   聡   史   ㊞

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社

トーカイの平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成２６年

１０月１日から平成２６年１２月３１日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成２６年４月１日から平成２６年１２

月３１日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包

括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社トーカイ及び連結子会社の平成２６年１２月３１日現在

の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が

すべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 
 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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